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これ知っとる!? 応 援 寄 附 に ご 協 力 を お 願 い し ま す。

問秘書広報課 ☎０５０（３３８１）５００１
これ知っとる!? 広報紙をスマートフォンで配信しています。

税　　率（年　額）車　種　区　分 改正後（平成28年度～）
税　　率（年　額）

南島原市役所 または各支所
☎０５０（３３８１）５０２３

･１２５cc以下のバイク
･小型特殊自動車

軽自動車協会連合会　長崎事務所
☎０９５（８３８）３２４４

･１２５ccを超え２５０cc以下のバイク
･軽自動車

九州運輸局　長崎支局
☎０５０（５５４０）２０８３

･２５０ccを超えるバイク
･普通自動車

手 続 き 場 所

税　　率（年　額）

２,０００円

イ税率を概
ね50％軽減

５,４００円

３,５００円

２,５００円

１,９００円

３,０００円

ウ税率を概
ね25％軽減

８,１００円

５,２００円

３,８００円

２,９００円

１,０００円３ 輪 の 軽 自 動 車

②新 税  率

１０,８００円（注）

６,９００円（注）

５,０００円（注）

３,８００円（注）

３,９００円（注）

③重課税率

１２,９００円

８,２００円

６,０００円

４,５００円

４,６００円

①現行税率

税　　率（年　額）

７,２００円

５,５００円

４,０００円

３,０００円

３,１００円

３,６００円軽２輪（１２５㏄超  ２５０㏄以下）
小型２輪（２５０㏄超） ６,０００円

２,０００円農耕作業用（トラクターなど）小型特殊
自動車 ５,９００円その他（フォークリフトなど）

車　種　区　分 改正後（平成28年度～）
２,０００円５０㏄以下
２,０００円５０㏄超  ９０㏄以下
２,４００円９０㏄超  １２５㏄以下
３,７００円ミニカー

原動機付
自転車

車　種　区　分

３ 輪 の 軽 自 動 車

４ 輪 乗 用
自家用

営業用

４ 輪 貨 物
自家用

営業用

ア税率を概
ね75％軽減

２,７００円

１,８００円

１,３００円

１,０００円

車　種　区　分

４ 輪 乗 用
自家用

営業用

４ 輪 貨 物
自家用

営業用

対 象 車 両

（単位： 千円）

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所 ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所

●４月１日現在の所有者に税金がかかります
　　自動車やバイクなどを他人に譲ったり、ス
クラップ（解体処分）しても名義変更や廃車
の届け出などの手続きを済ませないと、その
まま（４月１日現在の所有者に対して）税金
がかかります。車両の移転・廃車などがあっ
た場合は、早めに手続きを行ってください。

問 税務課 ☎０５０（３３８１）５０２３

軽自動車税の税率が変更になります

自動車などの移転・抹消登録の届け出はお済みですか？

問 保険年金課 ☎０５０（３３８１）５０３９

南島原市国民健康保険の状況のお知らせ

　平成27年度税制改正により、車体課税なども含めた自動車関係税制の見直しが行われ、軽自動車税の税率が以下の
ように改正されました。

■ 原動機付自転車など

■ 三輪以上の軽自動車
　　最初の新規検査年月（車検証の「初度検
査年月」）により、⑴現行税率、⑵新税率、
⑶重課税率のいずれかの税率が適用されます。

⑴現行税率
　平成27年３月31日以前に最初の新規検査
を受けた車両で、最初の新規検査から13年
を経過するまで

⑵新税率（平成27年度～）
　平成27年４月１日以降に最初の新規検査を
受けた車両で、最初の新規検査から13年を
経過するまで

⑶重課税率（平成28年度～）
　グリーン化を進める観点から、最初の新規検
査から13年を経過した車両

※燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記
載されています。

※最初の新規検査年月とは、その車両が初めて車両番
号の指定を受けた日（新車として新規検査（車検）
を受けた時）です。自動車検査証（車検証）の「初
度検査年月」の欄で確認できます。

■ 国民健康保険の加入状況
　　平成27年12月末の被保険者は、１９,２０
３人で、前年より７９０人、４.１％減少しま
した。また本市の人口に占める加入割合は３
９.４％となっています。今後も人口の自然減、
後期高齢者医療制度への移行などにより被保
険者の減少が予想されます。

■ 国民健康保険の医療費の状況
　　本市において、高齢化の進行や医療技術の
高度化、生活習慣病などにより一人当たりの
診療費は年々増加傾向にあり、国民健康保険
財政を圧迫しています。

■ 国民健康保険財政の状況
　　国民健康保険は、加入者の皆さんが納める国民健康保険税を主な財源としています。
　　被保険者の減少などによる、国民健康保険税の収入の減収などもあり、８年連続赤字の状態が続いており、
国民健康保険の財政運営は非常に厳しい状況にあります。

【医療費の増加を抑えるためにご協力ください ! !】
●特定健診や特定保健指導を受けましょう
　　病気の早期発見だけでなく、病気になる前の異常
を発見したり、生活習慣病の予備群を見つけ、生活
習慣の改善（特定保健指導）をおこないます。

●適度な運動やバランスのとれた食事を
　心がけましょう

●適正受診に努めましょう
・同じ病気でいくつもの医療機関を受診することは、
控えましょう。重複する検査や投薬はかえって体に
悪影響を与えてしまう心配があります。
・薬が余っていたら、医師や薬剤師に相談しましょう。
・安価なジェネリック医薬品を利用しましょう（医師
や薬剤師に相談しましょう）。

注）軽課税率について（グリーン化特例　平成28年度のみ）
平成27年度中に最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃
費機能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分の軽自動
車税を軽減する特例措置が適用されます。

ア電気自動車、天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10％軽減）
イ乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準＋20％達成車
　貨物：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準＋35％達成車
ウ乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
　貨物：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準＋15％達成車

※年度末は混雑することが予想されます。
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基金残高の状況
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単年度の収支

※単年度収支…１年間の国や県の補助金と国保税の収入から医療費などを支出した分の差額です。


